
議案第102号 

南但広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分 

に関する協議について 

南但広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第289条の規定により、別紙のとおり関係市

が協議の上定めることについて、同法第290条の規定に基づき議会の議決を求め

る。 

令和元年９月４日提出 

養父市長  広 瀬   栄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



南但広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分 

に関する協議書 

南但広域行政事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第289条の規定により、下記のとおり協議す

る。 

記 

 

１ 兵庫県農業共済組合へ帰属させる財産 

 (1) 有形固定資産      令和２年３月 31日現在高 

 (2) 農業共済管理の物品等  令和２年３月 31日現在高 

 

  令和元年 月 日 

 

                    養父市長  広 瀬   栄 

 

                    朝来市長  多 次 勝 昭 



 


